
青森地域広域事務組合低入札価格調査制度要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、青森地域広域事務組合（以下「組合」という。）が競争入札の方法により建

設工事の請負契約を締結しようとする場合における低入札価格調査制度の実施について必要な事

項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「低入札価格調査制度」とは、競争入札の方法により建設工事の請負契

約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10

第１項（同令第 167 条の 13 において準用する場合を含む。）に規定する予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって申込みをした者（以下「相手方となるべき者」という。）の当該申込み

に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認

めるときに、必要な調査を行い、当該調査の結果に基づき落札者を決定する制度をいう。 

 

（対象となる入札） 

第３条 低入札価格調査制度は、設計金額が1,500万円以上の建設工事の請負契約に係る競争入札

に適用する。 

 

（調査基準価格） 

第４条 建設工事の請負契約に係る競争入札において、相手方となるべき者の当該申込みに係る価

格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき

の基準は、その者の申込みに係る価格が予定価格算出の基礎となった次に掲げる額（当該額に、

それぞれ１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）の合算額に消費税法（昭和６３年

法律第１０８号）に定める消費税の税率及びその税率に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

に定める地方消費税の税率を乗じて得た率を合算した率に１を加えた率を乗じて得た額（当該額

に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「調査基準価格」という。）に満た

ない場合とする。この場合において、その額が、設計金額に 100 分の 80 を乗じて得た額（当該

額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下同じ。）に満たない場合にあって

は当該設計金額に100分の80を乗じて得た額とする。 

（１）直接工事費（直接製作費及び機器費を含む。以下同じ。）の額に 100 分の 97 を乗じて得た

額 

（２）共通仮設費（間接労務費を含む。以下同じ。）の額に100分の90を乗じて得た額 

（３）現場管理費（工場管理費、据付間接費及び設計技術費を含む。以下同じ。）の額に100分の

90を乗じて得た額 

（４）一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額 

２ 前項各号に規定する工事費目以外の工事費目については、設計図書においてその取扱いを明示

することとする。 

 

（調査基準価格の記載） 



第５条 管理者は、低入札価格調査制度の対象となる入札（以下「対象となる入札」という。）を

行うときは、予定価格を記載する書面に併せて調査基準価格を記載するものとする。 

 

（工事費内訳書の提出） 

第６条 対象となる入札に参加しようとする者は、当該入札に関し、入札価格決定の根拠となった

積算金額の内訳書（以下「工事費内訳書」という。）を提出しなければならない。 

２ 工事費内訳書の提出がない者及び入札価格と合致しない工事費内訳書を提出した者がした入札

は、無効とする。 

 

（入札参加者への周知） 

第７条 管理者は、対象となる入札を行うときは、入札に参加しようとする者に対し、次に掲げる

事項を周知する。 

（１）当該入札は低入札価格調査制度の対象となる入札であり、調査基準価格が設定されているこ

と。 

（２）調査基準価格に満たない入札が行われた場合（総合評価競争入札において評価値が最も高い

者の入札価格が調査基準価格以上である場合を除く。以下同じ。）は、落札者の決定を保留し、

その入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査し、後日落札者を決

定したときは、速やかに落札者に通知すること。 

（３）調査基準価格に満たない入札を行った者は、最低の価格をもって申込みした者であっても必

ずしも落札者とならない場合があること。 

（４）調査基準価格に満たない入札を行った者は、事後の事情聴取等に協力しなければならないこ

と。 

（５）工事費内訳書の提出がない者及び入札価格と合致しない工事費内訳書を提出した者がした入

札は、無効とすること。 

（６）第９条に規定する基本的判断基準及び数値的判断基準を満たさない入札を行った者は、失格

とすること。 

 

（入札の執行） 

第８条 契約担当者（青森地域広域事務組合財務規則（平成 27 年青森地域広域事務組合規則第 14

号）第２条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。）は、入札の結果、調査基準価格に満たな

い入札が行われた場合には、落札者の決定を保留し、地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の

規定により後日落札者を決定する旨を告げて、当該入札を終了する。ただし、次条第３項の規定

により落札者を決定した場合は、この限りでない。 

 

（基本的判断基準及び数値的判断基準による判定） 

第９条 契約担当者は、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が次の各号に掲げる区分

に応じ当該各号に定める基準を満たさないときは、当該入札者を失格と判定するものとする。 

（１）基本的判断基準 

 当該入札前に調査基準価格に満たない入札を行った組合発注の他の同業種工事（平成 27 年

4 月 1 日前に公告をしたもの、共同企業体の方法によるもの及び当該入札の入札書到着期限ま



でに完成届を受理したものを除く。）について、落札者又は契約の相手方となっていないこと。 

（２） 数値的判断基準 

 入札時に提出した工事費内訳書に記載された次の表の左欄に掲げる工事費目ごとに同表の右

欄に定める基準を全て満たしていること。 

工事費目 数値的判断基準 

直接工事費 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額の100分の90に相当する額 

（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以上であること。 

共通仮設費 予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額の100分の80に相当する額 

（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以上であること。 

現場管理費 予定価格算出の基礎となった現場管理費の額の100分の80に相当する額 

（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以上であること。 

一般管理費 予定価格算出の基礎となった一般管理費の額の100分の43に相当する額 

（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以上であること。 

２ 契約担当者は、前項の規定による判定を行った場合は、当該判定により失格とならなかった者

のうち最低の価格をもって申込みをした者を低入札価格調査対象者（以下「調査対象者」とい

う。）と決定するものとする。ただし、当該者が、組合発注の他の同業種工事の調査対象者とな

っている場合は、前項第１号の基本的判断基準に準じ、当該者を失格とみなす。 

３ 契約担当者は、前２項の規定による判定を行った場合において、当該判定の対象となった全て

の者が失格となったときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち

最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定するものとする。 

 

（調査の実施） 

第 10 条 設計を担当する課等の長は、前条第２項の規定により調査対象者が決定された場合は、

当該調査対象者に対し、調査に必要な資料の提出を求めるとともに、適宜事情聴取を行い、調査

を実施するものとする。 

 

（調査結果の報告） 

第 11 条 設計を担当する課等の長は、前条の調査を終えたときは、低入札価格調査書（様式第１

号）により、速やかに事務局長又は消防長に報告する。ただし、事務局長又は消防長に事故のあ

るとき、又は不在のときは、事務局次長（相当職を含む。）又は消防次長に報告するものとする。 

 

（審査及び審査結果の通知） 

第 12 条 事務局長又は消防長は、設計を担当する課等の長から調査の報告を受けたときは、当該

調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて

審査し、低入札価格調査審査書（様式第２号）を作成しなければならない。 

 

（落札者の決定） 

第 13 条 事務局長又は消防長は、前条の審査結果が当該調査対象者を落札者とすることが適当と

判断したものであったときは、当該調査対象者を落札者と決定し、不適当と判断したものであっ



たときは、当該調査対象者を失格とした上で、予定価格の範囲内の価格をもって申込みをした他

の者のうち最低の価格をもって申込みをした者（第９条第１項の規定により失格と判定された者

又は同条第２項ただし書の規定により失格とみなされた者を除く。以下「次順位者」という。）

を落札者と決定する。 

２ 前項の次順位者が調査基準価格に満たない入札者であった場合には、前３条及び同項の規定の

例により落札者を決定する。 

 

（落札者への通知） 

第 14 条 事務局長又は消防長は、前条の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落

札者に通知するものとする。 

 

（適正な施工の確保） 

第 15 条 調査基準価格に満たない価格で入札した者を落札者とした場合においては、適正な施工

を確保するため次に定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。 

（１）施工計画書の内容に係るヒアリング 

 監督職員（青森地域広域事務組合財務規則第124条に規定する監督職員をいう。以下同じ。）

は、請負業者に対して、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等を記載

した施工計画書の内容について、必要に応じてヒアリングを行うものとする。 

（２）施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング 

 監督職員は、請負業者に対して、工事を施工するための下請負契約を締結した場合にあって

は、下請負代金の額にかかわらず別に定める施工体制台帳の提出を求め、必要に応じて請負業

者からその内容についてヒアリングを行うものとする。 

（３）入念な監督業務の実施 

 監督職員は、当該工事に係る監督業務において段階確認、施工の検査を入念に行うものと

する。この場合において、あらかじめ提出された施工計画書及び施工体制台帳の記載内容に

沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工がそれらの

記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴くものとする。 

（４）入念な検査の実施 

 検査職員（青森地域広域事務組合財務規則第124条に規定する検査職員をいう。）は、特に

入念な検査を実施するものとする。 

（５）その他適正な施工の確保のため必要な措置 

 

（特約条項） 

第 16 条 調査基準価格に満たない価格で入札した者を落札者とした場合は、別記特約条項を加え

て当該落札者と契約を締結するものとする。 

 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 



 （実施期日） 

 この要綱は、平成27年４月１日から実施する。 

   附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の青森地域広域事務組合低入札価格調査制度要綱の規定は、この要綱の

実施の日以後に公告又は指名競争入札通知を行う入札について適用し、同日前に公告又は指名競

争入札通知を行った入札については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 （実施期日） 

 この要綱は、平成31年３月５日から実施する。 

 

附 則 

 （実施期日） 

 この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 

附 則 

 （実施期日） 

 この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、令和４年11月１日から実施する。 

（経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の青森地域広域事務組合低入札価格調査制度要綱の規定は、この要

綱の実施の日以後に公告を行う入札について適用し、同日前に公告を行った入札については、な

お従前の例による。 

 

 

  



別記（第16条関係） 

 

 

特約条項 

 

（契約の保証） 

第１条 約款第４条（Ａ）第２項中「100分の10以上」とあるのは「100分の30以上」とする。 

２ 約款第４条（Ａ）５項中「100分の10」とあるのは「100分の30」とする。 

 

（主任技術者等） 

第２条 約款第 10 条第１項第２号に規定する主任技術者は、同条第２項の規定にかかわらず、専

任とする。 

 

（前払金） 

第３条 約款第34条第１項中「10分の４」とあるのは「10分の２」とする。 

 

（違約金） 

第４条 約款第45条（Ａ）第２項中「100分の10」とあるのは「100分の30」とする。 

２ 約款第45号（Ｂ）第２項中「100分の10」とあるのは「100分の30」とする。 


